
準 備 期 間
期 間 ：平成２４年１０月１日（月）から平成２４年１０月７日（日）

：平成２ ４年９月１日 （土 ）から平成２ ４年 ９月３ ０日 （日 ）

「心とからだの健康チェック

みんなで進める健康管理 」

趣旨

全国労働衛生週間は、昭和25年の第1回実施以来、今年で第63回を迎える。この間、全国

労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管

理活動を通じた労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきたところである。

我が国における業務上疾病の被災者は長期的には減少してきたものの近年は横ばいとなって

おり、昨年は7,779人と前年と比べ４％減少した。一方、一般定期健康診断の結果何らかの所

見を有する労働者の割合が平成23年は52．7％とやや上昇したほか、印刷業での胆管がんの

発生が問題となるなど職場での健康リスクは依然として存在している。

また、我が国の自殺者3万人超のうち約2,700人が勤務問題を原因・動機の一つとしている

こと、メンタルヘルス上の理由により休業又は退職する労働者が少なからずいること、精神障

害等による労災認定件数が高い水準で推移していること等から、職場におけるメンタルヘルス

対策の取組みが重要な課題となっている。

第11次労働災害防止計画は今年が最終年となることから、以上の状況を踏まえ、その目標達

成に向けて、事業者等が労働者の健康障害の防止、健康診断の結果に基づく措置の実施の促進

等に着実に取り組み、健康を確保する必要がある。また、事業者や管理監督者、産業保健ス

タッフ等によるメンタルヘルスケアの積極的推進により、労働者がメンタルヘルスに関する措

置を受けられる職場を実現することが求められている。さらに、労働者の健康確保と快適な職

場環境の形成を図る観点から、受動喫煙のない職場の実現を図ることが重要である。

主唱者 ： 厚生労働省（http://www.mhlw.go.jp）、中央労働災害防止協会(http://www.jisha.or.jp)

協賛者 ： 建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、

港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、

鉱業労働災害防止協会

協力者 ： 関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体

本週間中に実施する事項
・事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視

・労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示

・労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰

・有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地

訓練等の実施

・労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他

労働衛生の意識高揚のための行事等の実施

（※平成24年度全国労働衛生週間実施要綱等は主唱者ホームページをご覧下さい。）

http://www.mhlw.go.jp
http://www.jisha.or.jp


岐阜労働局長 メッセージ
～ 第63回全国労働衛生週間を迎えるにあたって～

今年も10月１日から「全国労働衛生週間」が実施されます。

本週間は、国民の労働衛生に関する意識の高揚を図り、事業場における自主的な労働衛生管

理活動を通じた労働者の健康確保等を目的として、昭和25年の第1回実施以来、今年で第63回

を迎えます。

岐阜県内の業務上疾病の被災者数は、平成21年には大幅に減少したものの、平成22年、23年

と２年続けて増加となっております。また、県内の定期健康診断の結果をみると、何らかの所見を

有する労働者の割合は平成23年は47.0％と前年に比べ減少となりましたが、いまだ有所見率は半

数近くに達しており健康診断結果に基づく措置の実施を着実に取り組んでいく必要があります。

さらに、精神障害等による労災認定件数が高い水準で推移しているなど、過重労働による健康

障害やメンタルヘルス不調などの健康問題への取組みはますます重要な課題となっています。

今年度は第11次労働災害防止計画の最終年であることから、以上の状況を踏まえ、各事業場に

おいて労働者の健康障害防止はもとより、管理監督者、産業保健スタッフ等によるメンタルヘルス

ケアの積極的な推進をお願いします。また、労働者の健康確保と快適な職場環境の形成を図るた

め、受動喫煙のない職場の実現を図ることも重要です。

このような観点から、本年度は、

『 心とからだの健康チェック みんなで進める健康管理 』
をスローガンとして「全国労働衛生週間」が展開されます。

本週間を契機として、各事業場において、労働者の心とからだの健康が確保された職場の実現

のため、労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生活動の一層の促進をお願い申

し上げます。

平成２４年８月

岐阜労働局長 矢部 憲一
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